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１． 制度の概要
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出入国管理及び難民認定法において，本邦に上陸しようとする外国人は，法務省令で定める手続
により，入国審査官に対し上陸の申請をして，上陸のための審査を受けなければならないこととされ，
また，出国しようとする外国人は，法務省令で定める手続により，入国審査官から出国の確認を受け
なければならないとされている。

法務省令においては，上陸又は出国の意思等を簡便かつ明示的に表明・確認するため，外国人出
入国記録（以下「ＥＤカード」という。）を提出することを定めている。

外国人出入国記録について

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）
（上陸の申請）
第６条２項 外国人は，その者が上陸しようとする出入国港において，法務省令で定める手続により，入国審査官に対し上陸の申請をして，上陸
のための審査を受けなければならない。

（出国の手続）
第２５条 本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人（乗員を除く。）は，その者が出国する出入国港において，法務省令で定める
手続により，入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和５６年法務省令第５４号）
（上陸の申請）
第５条 上陸の申請をしようとする外国人は，別記第６号様式（略）による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
（出国の確認）
第２７条 出国の確認を受けようとする外国人は，別記第３７号の１８様式（略）による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
（みなし再入国許可）
第２９条の２ 再び入国する意図の表明は，入国審査官に（略）再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第３７号の１９様式による書面
を提出することによって行うものとする。

関係法令（関係部分抜粋）



２． ＥＤカードの見直しについて
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令（平成２７年法務省令第５８号）に
より，ＥＤカードの記載項目の変更及び削除等の見直し並びに出国ＥＤカードの廃止を行った。
同省令は，平成２７年１２月２８日に公布され，新様式のＥＤカードは，平成２８年４月１日から施

行予定。

・廃止

再入国出国記録

外国人入国記録

・記載項目の削減
・記載項目の変更
・裏面の質問事項回答欄及び署名欄の移動

再入国入国記録

・記載項目の削減
・記載項目の変更
・記載項目の追加
・再入国の意思の表明欄の変更

ＥＤカードの種類 改正のポイント

外国人出国記録

・記載項目の削減
・記載項目の変更



現行ＥＤカード
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新様式ＥＤカード



３． ホットラインへの提案に対する対応の方向性
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○ パソコンでのダウンロード

ＥＤカードには，それぞれ固有の番号が割当てされており，当該番号

で管理をしているため，パソコン等から同じ様式のＥＤカードをダウン

ロードして用いることは困難。

○ ＥＤカードの廃止

入国審査官は，上陸審査の際に提出されたＥＤカードから，外国人の

渡航目的，滞在予定期間及び上陸拒否事由への該当性を瞬時に把握して

いる。ＥＤカードを廃止した場合，外国人は，これらの項目について，

逐一，審査ブースにおいて適宜の方法で説明・立証しなければならなく

なり，かえって円滑な出入国手続に支障を来たすことが予想される。

入国審査の更なる迅速化・円滑化を目的として，昨年，出国ＥＤカード

の廃止を含む全面的な見直しを行ったばかりであり，まずは新様式のＥ

Ｄカードの円滑な運用に努める。


